
自動車登録情報の電子的提供制度の創設
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国の保有する自動車登録情報（車両情報）について、電子的手段による簡
便な確認・利用を可能にするとともに、個人情報保護対策を強化する。

車両情報の適切な利活用による「くるま社会」における利便性の向上

自動車
登録情報

（車両情報）

• 自動車の取引等における自動車ユーザーの利便性向上

• 自動車関連サービスの効率化・高度化

〈制度のイメージ〉

ユーザー
一般ユーザーや自動
車ディーラーによる
自動車の所有者の簡
便・迅速な確認

流通・整備、
学術研究等で
の統計的活用

リコール対応、
盗難車対策、税
の徴収への活用


